
無免許運転防⽌！中型トラックの特徴
このトラックは中型免許を持っていないと運転できません！

中型トラックの特徴です。

⼤型トラックより⼀回り⼩さいキャビンがついています。

幅はそれほど変わりませんがワイパーは２本がほとんどです。

サイドミラーは⼤きいものがついており、ミラーステーは上下にぐるっと囲むタイプです。

たいてい運転席の後ろにベッドスペースがあります。

⾞体後部には反射器がついており、タイヤの数は２軸です。

（中型⾃動⾞とは⾞両総重量7.500kg以上11.000kg未満、最⼤積載量4.500kg以上6.500kg未満、
乗⾞定員11⼈以上29⼈以下のいずれかに該当する⾃動⾞です）



ちょっとややこしいのですが、中型トラックは２種類あります。

中型トラックの中でも⼤きいものは「特定中型⾃動⾞」で、限定ナシの中型免許がないと運転するこ
とができません（むかしの⼤型⾃動⾞のことです）。

（特定中型⾃動⾞とは⾞両総重量8.000kg以上11.000kg未満、最⼤積載量5.000kg以上6.500kg未
満、または乗⾞定員11⼈以上29⼈以下の中型⾃動⾞をいいます。）

それより⼩さな中型トラックは4トントラックと呼ばれ、中型８ｔ限定免許で運転することができま
す。

特定中型⾃動⾞のナンバーは⼤板。4つのネジで固定されています。

４トントラックのナンバーは中板で、ネジは2本です。

⼤板のトラックは限定ナシの中型免許を持っていないとダメ、中板のトラックなら中型８ｔ限定免許
で運転できると判断できますね。

中型トラックの運転にもなかなかの運転技量が求められ、中型免許取得には2年以上の運転経験が必
要です。



中型8t限定免許は昔むかしの普通免許のことで、現在この免許を新しく取得することはできません。

（中型8ｔ限定免許とは中型⾃動⾞のうち⾞両総重量8.000ｋｇ未満、最⼤積載量5.000kg未満、乗
⾞定員10⼈以下のすべてに該当する⾃動⾞を運転することができる免許です。）


